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墨田区立学校施設使用条例の一部を改正する条例（案）概要 

 

 

１ 改正理由及び内容 

  区民ニーズの高い放課後等の時間帯について、より効率的な学校施設の貸出しを

行うため、学校施設の貸出区分を細分化し、新たな貸出区分を次のとおり設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 太枠内が追加する貸出区分 

 

２ 施行期日 

  令和５年４月１日 

区  分 

使用料 

午 前 午後１ 午後２ 午後３ 午後４ 夜間１ 夜間２ 

午前９時から正
午まで 

正午から午後３
時まで 

午後３時から午
後６時まで 

午後４時から午
後６時まで 

午後５時から午
後７時まで 

午後６時から午
後９時まで 

午後７時から午
後９時まで 

屋内運動場 ９９０円 ９９０円 ９９０円 ６６０円 ８５０円 １，５６０円 １，０４０円 

教室（１教 
室につき） 

２４０円 ２４０円 ２４０円 １６０円 ２５０円 ５１０円 ３４０円 

校庭 ６００円 ６００円 ６００円 ４００円 ５４０円 １，０２０円 ６８０円 

集会
施設 

大 ３，０６０円 ３，０６０円 ３，０６０円 ２，０４０円 ２，１８０円 ３，４８０円 ２，３２０円 

小 ６００円 ６００円 ６００円 ４００円 ４３０円 ６９０円 ４６０円 

柔道場 １，３２０円 １，３２０円 １，３２０円 ８８０円 １，０００円 １，６８０円 １，１２０円 

剣道場 １，３２０円 １，３２０円 １，３２０円 ８８０円 １，０００円 １，６８０円 １，１２０円 


